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個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 
 

個人情報ファイルの名称 後発医薬品利用差額通知対象者ファイル 
 

行政機関等の名称 北海道後期高齢者医療広域連合 

 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

業務班 保健企画担当 

個人情報ファイルの利用

目的 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用を促進し、被保険者の負担軽減と医療

費適正化の推進に資することを目的とした「後発医薬品利用差額通知事業」を実

施するため、対象者の抽出及び通知に利用 
 

記録項目 被保険者証記号番号、生年月日、性別、氏名、給付割合、調剤年月日、受付番

号、医薬品コード、医薬品名称、医薬品単価、自己負担額、最低減少額、薬効

分類コード、レセプト全国共通キー 
被保険者番号、文章番号、宛名情報（郵便番号、住所、氏名、カスタマバーコー

ド）作成年月日、広域連合情報（肩書、連合長名、公印パスファイル）問合せ先

情報（自治体問合せ先、自治体郵便番号、自治体住所、自治体電話番号）地方公

共団体コード、保険者番号、保険者名称、システム日時、基準年月日、被保険者

情報（氏名、郵便番号、住所、性別、生年月日、電話番号、資格取得年月日、資

格喪失年月日）通知年月日、整理番号、発行番号、項番、調剤年月、被保険者番

号、医薬品コード、医薬品名、患者負担額、最低減少額、患者負担額（合計）、

最低減少額（合計）、レセプト全国共通キー、被保険者氏名（一覧出力用）、自治

体問合せ先、自治体郵便番号、自治体住所、自治体電話番号 
記録範囲 ジェネリック医薬品へ変更することで、負担軽減となる 

被保険者とその住所等の通知先 
 

記録情報の収集方法 基準月（３月）のレセプトデータから、通知対象としている医薬品が処方されて

いる者について北海道国民健康保険団体連合会へ抽出依頼を行い収集した後、被

保険者の管理システムにて送付先を紐付けした情報を作成。 
 

要配慮個人情報が含ま

れるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供

先 

北海道国民健康保険団体連合会 

日立 

構成市町村 

通知作成委託業者 

 
開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

(名称)  北海道後期高齢者医療広域連合  

 

(所在地)  〒060-0062 

札幌市中央区南 2 条西 14 丁目 

国保会館内 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

 

－ 

 

個人情報ファイルの種別 ■法第 60 条第 2 項第 1 号(電算処理ファ

イル)  

□法第 60 条第 2 項第 2 号(マニュア

ル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

□有 □無 
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行政機関等匿名加工情

報の提案の募集をする

個人情報ファイルである

旨 

 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情

報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

 

－ 

 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

－ 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 

－ 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができる

期間 

 

－ 

 

備考 － 
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